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指定ごみ袋の導入について（案）に係るパブリックコメント

実施要領  

 

１  件名  

指定ごみ袋の導入について（案）に係る意見等の募集  

２  目的  

この要領は、流山市指定ごみ袋を導入するに当たり、流山市市民参

加条例に基づくパブリックコメント手続として、市民等の意見等を求

め、提出された意見等を多面的かつ総合的に検討して、意思決定を行

うとともに、提出された意見等に対する市の考え方を公表するための

ものです。  

３  趣旨  

流山市では、平成３１年３月に策定した「流山市一般廃棄物処理基

本計画」の中で、「ごみの減量化や、適切な分別の推進によるさらなる

資源化などの観点から、指定袋の導入を検討」としています。廃棄物

対策審議会の委員からの意見を聴取しながら、一般廃棄物（ごみ）の

排出に係る指定袋導入の考え方（案）を整理し、指定ごみ袋の導入に

ついて（案）を作成しました。  

そこで、指定ごみ袋の導入について（案）を公表し、皆様のご意見

を募集するものです。  

４  資料内容  

公表する資料  

・指定ごみ袋の導入について（案）  

・答申書（一般廃棄物（ごみ）の排出に係る指定袋の導入について） 

５  公表の方法  

（１）閲覧場所  

ア  流山市クリーンセンター内リサイクルプラザ・プラザ館１階  

イ  情報公開コーナー（市役所第１庁舎２階）  

ウ  市内各出張所、各公民館、各図書館、生涯学習センター、  

森のまちエコセンター  

（２）流山市ホームページ  
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６  意見が提出できる者  

（１）市内に住所を有する者  

（２）市内に事務所又は事業所を有する者  

（３）市内に存する事務所又は事業所に勤務する者  

（４）市内に存する学校に在学する者   

７  意見等募集期間  

令和２年９月１日（火）から令和２年９月３０日（水）まで  

※直接持参の場合は８時３０分～１７時まで（日曜祝日を除く）  

※郵送の場合は、令和２年９月３０日（水）必着  

８  意見等の提出方法及び提出先  

意見等は、原則、別紙様式による提出としますが、住所・氏名・意

見等必要事項が明記されている場合は、任意様式も可とします。  

（１）直接持参：流山市環境部クリーンセンター  収集･リサイクル係  

（２）郵送：〒２７０－０１７４  

流山市大字下花輪１９１  

環境部クリーンセンター  収集･リサイクル係宛  

（３）ファクシミリ：０４－７１５０－８０７０  

（４）電子メール： seisou@city.nagareyama.chiba.jp 

９  その他  

（１）お寄せ頂いたご意見は、これに対する流山市の考え方とともに

整理したうえで、市ホームページで公表いたします。なお、個々

のご意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承くだ

さい。  

また、電話・口頭でのご意見はパブリックコメントとして取扱

いできませんので、併せてご了承ください。  

（２）パブリックコメントに対して寄せられた意見等は、個人情報（住

所・氏名・連絡先等）を除き、そのままの形で公表することがあ

りますので、個人が特定される内容は意見本文中には記載しない

でください。  


